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小田原市自転車駐車場条例施行規則（案）

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 自転車駐車場（第３条～第１２条） 

第３章 会議室（第１３条～第１９条） 

第４章 雑則（第２０条・第２１条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小田原市自転車駐車場条例（平成２７年小田原市条例第１４号。

以下「条例」という。）第２３条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

第２章 自転車駐車場 

（定期使用の許可） 

第３条 定期使用に係る条例第８条第１項の許可（以下「定期使用許可」という。）を

受けようとする者（以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を

記載した申請書により指定管理者に申請しなければならない。 

(1) 申請者の住所、氏名及び電話番号 

(2) 申請に係る自転車駐車場名 

(3) 定期使用許可を受けようとする期間 

(4) 自転車又は原動機付自転車の別 

(5) 一般又は学生の別 

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項 

２ 前項の規定による申請を行う場合において、申請者が学生であるときは、その者が

学生であることを証する書類を提示しなければならない。 

３ 指定管理者は、第１項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請

者に対し、定期使用許可をする場合は次に掲げる事項を通知するとともに小田原市自

転車駐車場定期使用許可票（以下「定期使用許可票」という。）を交付し、定期使用

許可をしない場合はその旨を通知するものとする。 

(1) 定期使用許可に係る自転車駐車場名 

(2) 定期使用許可に係る駐車場所 

(3) 定期使用許可の期間 

(4) 定期使用許可に係る自転車又は原動機付自転車の別 

(5) 定期使用許可に係る一般又は学生の別 

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項 

４ 定期使用許可票の交付を受けた者（以下「定期使用者」という。）は、自転車等の

見やすい箇所に定期使用許可票を取り付けなければならない。 

５ 定期使用者は、定期使用許可の期間が終了したときは、速やかに定期使用許可票を

指定管理者に返還しなければならない。 

別紙６
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（一時使用の許可） 

第４条 一時使用に係る条例第８条第１項の許可（以下「一時使用許可」という。）を

受けようとする者（以下この条において「申請者」という。）は、条例第１１条に規

定する一時使用の回数券を用いる場合は当該回数券の提出により、当該回数券を用い

ない場合は口頭により指定管理者に申請しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請者

に対し、一時使用許可をする場合は小田原市自転車駐車場一時使用券（以下「一時使

用券」という。）を交付し、一時使用許可をしない場合はその旨を通知するものとす

る。 

３ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項の規定による申請について準用する。この

場合において、同条第４項中「定期使用許可票の交付を受けた者（以下「定期使用

者」という。）」とあるのは「一時使用券の交付を受けた者」と、「定期使用許可票

を」とあるのは「一時使用券を」と、同条第５項中「定期使用者」とあるのは「一時

使用券の交付を受けた者」と、「定期使用許可票」とあるのは「一時使用券」と読み

替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、申請者が施錠装置を有する自転車駐車場に

おいて当該施錠装置により自転車等を施錠したときは、指定管理者に対する一時使用

許可の申請及び一時使用許可があったものとみなす。 

（使用の制限等） 

第５条 条例第８条第３項第４号及び第１３条第３号に規定する自転車駐車場の管理上

支障があると認められるときは、次に掲げるときとする。 

(1) 一時使用許可を受けた者が自転車駐車場を引き続き６日以上使用しようとすると

き。 

(2) 前号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理上支障があると指定管理者が認め

るとき。 

（定期使用許可の変更又は取消し） 

第６条 定期使用者は、定期使用許可の内容の変更（第３条第３項第２号に掲げる事項

の変更に限る。）又は定期使用許可の取消しを申請しようとするときは、次に掲げる

事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。 

(1) 定期使用者の住所、氏名及び電話番号 

(2) 申請に係る自転車駐車場名 

(3) 定期使用許可の内容の変更又は定期使用許可の取消しの別 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該定

期使用者にその結果を通知するものとする。 

（定期使用許可に係る変更の届出） 

第７条 定期使用者は、第３条第１項第１号又は第６号に掲げる事項を変更したときは、

遅滞なく、指定管理者に届け出なければならない。 

（定期使用許可票の再交付） 

第８条 定期使用者は、定期使用許可票を紛失し、破損し、又は汚損したことにより、

定期使用許可票の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書
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により指定管理者に申請しなければならない。 

(1) 定期使用者の住所、氏名及び電話番号 

(2) 申請に係る自転車駐車場名 

(3) 再交付を申請する理由 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項 

２ 定期使用許可票の破損又は汚損により前項の規定による申請を行う者は、前項の申

請書に当該破損し、又は汚損した定期使用許可票を添えるものとする。 

３ 定期使用許可票の紛失により定期使用許可票の再交付を受けた定期使用者は、当該

紛失した定期使用許可票を発見したときは、直ちにその定期使用許可票を指定管理者

に返還しなければならない。 

（利用料金の還付基準） 

第９条 条例第１２条ただし書の規定により利用料金を還付する基準は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、許可を受けた期間の全部につき自転車駐車

場を使用することができなかったとき 既納の利用料金の全額 

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、許可を受けた期間の一部につき自転車駐車

場を使用することができなかったとき 使用することができなかった期間の月数に

応じ、月割りにより計算した額。この場合において、１月に満たない端数の計算に

ついては、日割りによる。 

(3) 条例第１２条第２号に該当するとき 指定管理者が定める額 

（使用許可の取消し等の通知） 

第１０条 条例第１３条の規定により条例第８条第１項の許可を取り消し、又は使用を

中止させるときの通知の方法は、書面によるものとする。ただし、一時使用許可にあ

っては、この限りでない。 

（無許可の駐車車両に対する措置等） 

第１１条 条例第１５条第１項の自転車駐車場の管理上支障があると認めるときは、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して７日を経過した

ときとする。 

(1) 条例第８条第１項の許可を受けずに自転車等を駐車している場合 指定管理者が

その事実を知った日 

(2) 条例第８条第１項の許可を受けた期間を経過して自転車等を駐車している場合 

当該許可を受けた期間の末日の翌日 

２ 小田原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（平成４年小田原市規則第４９

号）第６条から第１０条まで及び様式第５号から様式第７号までの規定は、条例第１

５条第１項の規定により移動し、保管した自転車等について準用する。この場合にお

いて、同規則第６条中「条例第１２条第１項」とあるのは「小田原市自転車駐車場条

例第１５条第２項の規定により読み替えて準用する条例第１２条第２項」と、同規則

第７条中「条例」とあるのは「小田原市自転車駐車場条例第１５条第２項の規定によ

り読み替えて準用する条例」と、同規則第８条中「条例第１２条第１項」とあるのは

「小田原市自転車駐車場条例第１５条第１項」と、同規則第９条及び第１０条第１項

中「条例」とあるのは「小田原市自転車駐車場条例第１５条第２項において準用する
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条例」と、同規則様式第５号中「小田原市自転車等の放置防止に関する条例第１１条

第２項・第４項」とあるのは「小田原市自転車駐車場条例第１５条第１項」と読み替

えるものとする。 

（使用者の遵守事項） 

第１２条 使用者は、自転車駐車場の使用に関し次に掲げる事項を守らなければならな

い。 

(1) 使用者が駐車する自転車等に施錠をすること。 

(2) 施設又は設備を毀損し、又は汚損しないこと。 

(3) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。 

(4) 許可を受けた場所以外の場所に自転車等を駐車しないこと。 

(5) 爆発若しくは引火のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込まないこ

と。 

(6) 立入禁止区域に許可なく立ち入らないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めて、自転車駐車場内

に掲示した事項 

第３章 会議室 

（会議室の使用許可） 

第１３条 条例第１７条において準用する第８条第１項の規定による会議室の使用の許

可（以下「会議室の使用許可」という。）を受けようとする者は、国府津駅自転車駐

車場会議室使用許可・利用料金減額（免除）申請書（様式第１号）により指定管理者

に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでな

い。 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の３月前の月の初日（そ

の日が休館日に当たるときは、その翌日以後最初の休館日以外の日）から当該使用し

ようとする日までの期間、受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認めた

ときは、この限りでない。 

３ 指定管理者は、第１項の規定による申請を許可したときは、国府津駅自転車駐車場

会議室使用許可・利用料金減額（免除）決定通知書（様式第２号）を申請した者に交

付するものとする。 

（会議室の利用料金の減免） 

第１４条 条例第１９条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号

に掲げる場合とし、当該各号に定めるところによる。 

(1) 小田原市、神奈川県又は国が公用のため使用する場合 免除 

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定

める額の減額又は免除 

２ 条例第１９条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、使用許

可の申請をする際に申請しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請し

た者に通知するものとする。 

（会議室の使用の変更又は取消し） 

第１５条 会議室の使用許可を受けた者（以下「会議室の使用者」という。）は、使用
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の変更又は取消しを申請しようとするときは、国府津駅自転車駐車場会議室使用変

更・取消許可申請書（様式第３号）に第１３条第３項の規定により交付された決定通

知書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に認

めた場合は、この限りでない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による使用の変更の申請があったときは、他の使用者の

使用に支障が生じない場合に限り、許可することができる。 

３ 指定管理者は、使用の変更又は取消しを許可したときは、申請した者に国府津駅自

転車駐車場会議室使用変更・取消許可書（様式第４号）を交付するものとする。 

 （会議室の利用料金の差額の徴収） 

第１６条 前条第３項の使用変更許可に係る施設の利用料金（以下「変更後の利用料

金」という。）の額が既に支払われた利用料金（以下「既納の利用料金」という。）

の額より大きいときは、当該許可を受けた者は、変更後の利用料金の額から既納の利

用料金の額を差し引いて得た額（次項において「差額」という。）を支払わなければ

ならない。 

２ 差額は、使用変更の許可の際に徴収する。 

（会議室の利用料金の還付基準） 

第１７条 条例第２０条ただし書の規定により利用料金を還付する基準は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は設備の全

部を使用できなかったとき 既納の利用料金の全額 

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設の一部を使用

できなかったとき 指定管理者が定める額 

(3) 使用者が使用の日の１０日前までに使用の変更を申請し、指定管理者の許可を受

けた場合であって、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額を超えるとき 既

納の利用料金の額から変更後の利用料金の額を差し引いて得た額 

(4) 使用者が使用の日の１月前までに使用の取消しを申請し、指定管理者の許可を受

けたとき 既納の利用料金の額の１００分の５０に相当する額 

(5) 使用者が使用の日の１０日前までに使用の取消しを申請し、指定管理者の許可を

受けたとき 既納の利用料金の額の１００分の３０に相当する額 

（会議室の使用許可の取消し等） 

第１８条 指定管理者は、条例第１７条において読み替えて準用する条例第１３条の規

定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させるときは、国府津駅自転車駐車場

会議室使用許可取消・中止通知書（様式第５号）を使用者に交付するものとする。 

 （会議室の使用者の遵守事項） 

第１９条 使用者は、会議室内において次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 飲酒 

(2) 喫煙 

(3) 火気の使用。ただし、指定管理者が適当と認める場合は、この限りでない。 

(4) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた設備を移動すること。 

(5) 前４号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めて、施設内に掲示し

た行為 
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第４章 雑則 

（損害の届出） 

第２０条 使用者は、自転車駐車場の建物、施設又は設備を損傷し、又は滅失したとき

は、速やかに、理由を付して指定管理者に届け出なければならない。 

（実施細目） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、自転車駐車場及び会議室の管理に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。 
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様式第１号（第１３条関係） 

国府津駅自転車駐車場会議室使用許可・利用料金減額（免除）申請書 

年  月  日 

 指定管理者 様 

申請者 住 所            

団体名            

氏 名            

電 話            

 次のとおり申請します。 

使用目的・内

容 

使 用 責 任 者
住所

電話 
氏名

使 用 施 設 名
使用

月日

使 用

時 間

予 定

人 員
入 場 料 等販 売 利 用 料 金

減免後の

利用料金

会 議 室
月

日

時 分

～ 

時 分

人

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

基本   円

加算   円

円

会 議 室
月

日

時 分

～ 

時 分

人

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

基本   円

加算   円

円

利 用 料 金

合 計

円

減 額 ・ 免 除

申 請 の 理 由

その他必要事項
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様式第２号（第１３条関係）

国府津駅自転車駐車場会議室使用許可・利用料金減額（免除）決定通知書 

番     号 

年  月  日 

          様 

指定管理者       ぉ印

 次のとおり許可・通知します。 

使用目的・内

容 

使 用 責 任 者
住所

電話 
氏名

使 用 施 設 名
使 用

月 日
使 用 時 間

予 定

人 員
入 場 料 等 販 売 利 用 料 金

減免後の

利用料金

会 議 室
月

日

時 分 

～ 

時 分 

人

ぉ無 

ぉ有 

（    ）

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

基本   円

加算   円

円

会 議 室
月

日

時 分 

～ 

時 分 

人

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

ぉ無 

ぉ有 

（   ）

基本   円

加算   円

円

減 額 ・ 免 除

申 請 の 理 由

減 免 の 決 定 ぉ減免しません。 ぉ減額します。 ぉ免除します。 

その他必要事項
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様式第３号（第１５条関係） 

国府津駅自転車駐車場会議室使用変更・取消許可申請書 

年  月  日 

指定管理者 様 

申請者 住 所            

団体名            

氏 名            

電 話            

 次のとおり申請します。 

既
に
受
け
た
許
可
の
内
容

許 可 年 月 日  許 可 番 号

使 用 日 時  使 用 施 設

使 用 責 任 者
住 所

電 話
氏 名

使 用 目 的

利 用 料 金

変更・取消しの理由

変更・取消事項
許 可 事 項 変 更 ・ 取 消 事 項

利 用 料 金

変更後利用料

金 
既納利用料金 利用料金の差額

利用料金の内容

その他必要事項
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様式第４号（第１５条関係） 

国府津駅自転車駐車場会議室使用変更・取消許可書 

番     号 

年  月  日 

          様 

指定管理者           印

 次のとおり許可します。 

既
に
受
け
た
許
可
の
内
容

許 可 年 月 日  許 可 番 号

使 用 日 時  使 用 施 設

使 用 責 任 者
住 所

電 話
氏 名

使 用 目 的

利 用 料 金

変更・取消しの理由

変更・取消事項
許 可 事 項 変 更 ・ 取 消 事 項

利 用 料 金
変更後利用料金 既納利用料金 利用料金の差額 還付・追徴

利用料金の内容

その他必要事項



11

様式第５号（第１８条関係） 

国府津駅自転車駐車場会議室使用許可取消・中止通知書 

番     号 

年  月  日 

          様 

  指定管理者           印

 次のとおり通知します。 

交付した許可書

使 用 許 可
年 月 日

許可番号

使用変更許可
年 月 日

許可番号

内 容 使用許可の取消し・中止 

根 拠 小田原市自転車駐車場条例第  条第  号 

理 由

利 用 料 金

既納利用料金

変更後利用料金

還 付 金 額

備考 

この処分に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内

に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分の取消しを

求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内

に、（指定管理者）を被告として提起することができます。ただし、審査請求をした

場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 


